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サッカー
【開  催  日】令和６年12月21日（土）
　　　　　　令和７年１月11日（土）・18日（土）
【開催場所】中国電力南原研修所グランド
☆　優　勝　消防局
　向井　勝成　中消防署白島出張所
　砂原　基彦　佐伯消防署警防課
　吉田　諭史　西消防署井口出張所
　工藤　耕一　中消防署警防課
　一木　将史　中消防署江波出張所
　楠　　元気　中消防署警防課
　奥村　健太　中消防署江波出張所
　田中　　駿　中消防署江波出張所
　井上　正樹　中消防署警防課
　長見　悠汰　西消防署三篠出張所
　吉形淳之介　西消防署警防課
　藤原　圭汰　西消防署庚午出張所
　溝上　元暉　安佐北消防署白木出張所
　只重　秀弥　中消防署江波出張所
　深野　将太　中消防署江波出張所
　崎前　悠二　佐伯消防署警防課
　田原　直紀　安佐南消防署警防課
　山戸　将志　西消防署井口出張所
☆　２　位　安佐北区役所
☆　３　位　環境局／病院機構

職員総合体育祭
（開催結果）

～各種目優勝チーム～

軟式野球
【開  催  日】令和６年10月12日（土）
　　　　　　令和６年11月16日（土）
【開催場所】上河内運動広場／
　　　　　　湯来南運動広場
☆　優　勝　経済観光局
　荻谷　大輔　食肉市場
　松浦　大騎　経済企画課
　岩本　　章　商業振興課
　檜垣　智弘　ものづくり支援課
　木村　直貴　ものづくり支援課
　川口　興祐　ものづくり支援課
　寺本　健人　観光政策部
　佐々木涼介　観光政策部
　中島　大樹　観光政策部
　吉川　拓深　中央市場
　相川　航輝　中央市場
　長瀬　優大　中央市場
　中尾　勇斗　食肉市場
　戸木　奨真　食肉市場
☆　２　位　消防局
☆　３　位　環境局／道路交通局

ボウリング
【開  催  日】令和６年11月30日（土）
【開催場所】広電ボウル
☆　優　勝　病院機構
　荒川　保雄　安佐市民病院臨床工学室
　西　　和江　安佐市民病院医療情報センター
　下田　智子　安佐市民病院事務室総務課
　沖川　奈緒　安佐市民病院事務室医事課
　西尾　直美　安佐市民病院事務室医事課
　三宅　紘太　安佐市民病院臨床工学室
☆　２　位　下水道局
☆　３　位　消防局
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エスキーテニス
【開  催  日】令和６年12月８日（日）
【開催場所】鷹野橋職員会館
☆　優　勝　佐伯区役所
　園田　哲夫　地域整備課
　向井　一希　地域起こし推進課
　藤野　貴文　地域整備課
　畑瀬　陽斗　維持管理課
　佐藤　拓人　農林課
　清水　萌生　地域整備課
　前垣内友理　維持管理課
　國弘　桃子　維持管理課
☆　２　位　道路交通局
☆　３　位　南区役所／西区役所

ソフトボール
【開  催  日】令和６年11月30日（土）
【開催場所】瀬野川公園
☆　優　勝　病院機構
　今井　康介　安佐市民病院放射線技術部
　本城　圭祐　安佐市民病院放射線技術部
　河村　　迅　安佐市民病院リハビリテーション科
　竹本雄一郎　安佐市民病院リハビリテーション科
　玉﨑　浩一　安佐市民病院医療支援センター
　佐々井　優　安佐市民病院看護部
　酒井　　奏　安佐市民病院看護部
　安達　智哉　安佐市民病院看護部
　日野山辰貴　安佐市民病院臨床工学室
　小原　颯太　安佐市民病院産婦人科
　餅原　圭悟　広島市民病院看護部
　山本　摩緒　安佐市民病院リハビリテーション科
　川本　絢心　安佐市民病院リハビリテーション科
　安部　裕貴　安佐市民病院放射線技術部
　齋藤　　悠　安佐市民病院臨床工学室
☆　２　位　下水道局
☆　３　位　経済観光局／安佐北区役所

バドミントン
【開  催  日】令和６年11月30日（土）
【開催場所】鷹野橋職員会館
☆　優　勝　消防局
　田川栄太郎　安佐南消防署沼田出張所
　山本　勇一　安佐北消防署警防課
　山本　達典　西消防署三篠出張所
　久保田大貴　中消防署警防課
　今本　怜央　安芸消防署矢野出張所
　川本　隆寛　安佐北消防署警防課
　栗栖　遼暉　安佐北消防署安佐出張所
　豊田　啓吾　安佐南消防署沼田出張所
　木場　敬大　安佐北消防署警防課
☆　２　位　教育委員会
☆　３　位　病院機構
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卓球
【開  催  日】令和６年12月14日（土）
【開催場所】鷹野橋職員会館
☆　優　勝　こども未来局
　水川　理恵　庚午保育園
　松野　啓子　東浄保育園
　沖　　典子　元宇品保育園
　森本　伸章　幼保企画課
　三浦　寛太　みゆき保育園
　永岡　幼奈　八幡保育園
☆　２　位　消防局

硬式テニス
【開  催  日】令和７年１月11日（土）
【開催場所】広島広域公園テニスコート
☆　優　勝　病院機構
　冨田　祐介　広島市民病院脳神経外科・
　　　　　　　脳血管内治療科
　田村健太郎　広島市民病院心臓血管外科
　倉富　　亮　広島市民病院呼吸器内科
　曽田　旺希　広島市民病院臨床研修医
　大西　瑛士　広島市民病院リハビリテーション科
　坂本　一貴　広島市民病院臨床研修医
☆　２　位　消防局
☆　３　位　教育委員会Ａ／教育委員会Ｂ　

特約店のお知らせ
互 助 会

内81-2356
504-2063　

　下記の特約店に変更がありましたので、お知らせします。

新規　【住宅・マンション部門】旭化成ホームズ株式会社

住所及び名称 電　話 担　当 定休日

広島市中区大手町2-7-10　広島三井ビル11Ｆ　　　広島支店

080-1373-4427 峯本 火・水

広島市中区吉島東1-15-2　　　　　　　　　　住宅宣言吉島

広島市東区牛田新町2-2-10-18　　　　　  アスタ住宅展示場

広島市西区商工センター8-12-12　　  ちゅーぴー住宅展示場

広島市東区温品5-21-20　　　　  プレディアステージ温品内

品　　　名 割　引　率

ヘーベルハウス及びへーベルメゾン 建物工事費の３％

脱退　【旅行案内部門】瀬戸内海クルーズ株式会社
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ベネフィット ・ ステーション

令和７年度の「補助券」と「利用ガイド」を
３月中旬にお配りします！

令和７年度の「健康増進・リフレッシュ補助券26枚」、「映画館入場補助券10枚」及び「利用ガイド」

を事前にお配りします。（３月中旬に各所属へ配付予定／４月１日からご利用可能）

なお、お配りする補助券は再発行できませんので、紛失されないようご注意ください。

※令和７年３月31日までは、令和６年度の補助券をご利用

　ください。

　※画像は令和６年度の補助券と利用ガイドです。

令和６年度補助券の有効期限は令和７年３月31日まで！！

令和６年度の補助券の有効期限は令和７年３月31日までです。

ぜひ、有効期限内にご利用ください。

なお、補助券は券種ごとに以下のように利用可能枚数が決まっています。

券　種 特　典 利用可能枚数

健康増進・リフレッシュ補助券 500円（１枚） １会員　年度内26枚まで

映画館入場補助券
（広島映画館）

補助券持参で
1,200円で鑑賞可能

１会員　年度内10枚まで

※補助券は令和６年３月中旬（年度中途の入会者には入会時）にお配り

しています。

※利用できる施設や利用ルールも決まっています。必ず事前に利用ガイ

ド等でご確認ください。特に「健康増進・リフレッシュ補助券」につ

いては、利用対象外施設で利用される事例が発生していますのでご注

意ください。
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職員互助会会員のみなさまへ

職員互助会グループ保険　団体定期保険

総合医療保険　総合医療保険（団体型）

３大疾病保障保険　３大疾病保障保険（団体型）

募集のお知らせ
③がんの治療法と自己負担割合
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せん別金について
互 助 会

内81-2358
504-2063　

　互助会の会員期間が10年以上の方で３月末に退職される方は、せん別金が給付されます。

　定年退職以外の方は、申請が必要です。

　※３月21日（金）から受け付けますので申請してください。

申請期限：令和７年４月10日（木）必着
　令和６年度のインフルエンザ・新型コロナワクチン接種費用一部助成の申請期限は、令和７年４月10

日（木）です。締切が迫っていますので、３月中にインフルエンザ・新型コロナワクチン接種を受ける

方、互助会へ申請したが不備があって書類が返送された方、９月から２月までに接種したが申請を忘れ

ている方は、期限までに互助会へ申請してください。

　書類の不備で返送したもののうちの多くが、領収書にインフルエンザ・新型コロナの記載がないもの

です。領収書にインフルエンザ・新型コロナの記載がない場合は、医療機関で「インフルエンザワクチ

ン接種」・「新型コロナワクチン接種」であることを補記してもらうか、診療明細書に「インフルエンザ」・

「新型コロナ」と記載されている場合は、領収書と診療明細書の両方を貼付してください。

※広島市職員互助会の会員でない方（広島市職員共済組合員に限る。）については、共済組合へ申請してください。

　申請書は庁内Web福利課ホームページの共済組合にあります。

インフルエンザ・新型コロナワクチン
接種費用一部助成の申請期限について

互 助 会

内81-2354
504-2063　

職員共済組合

内81-2371・2372
504-2062　

次の産業マッサージ利用施術所が新規追加となりましたので、お知らせいたします。

　（施術所名）あんま　マッサージ　はり　らくや

　（住　　所）安佐南区緑井六丁目３３－５４－１６

　（電話番号）０９０－７９９７－７３７１

※なお、利用施術所の一覧は、庁内WEB→人事部福利課ホームページ→３  申請様式集（共済）→8-1「利用可能施術所一覧 
表」に掲載しておりますので、ご確認ください。

産業マッサージ利用
施術所の追加について 

職員共済組合

内81-2373
504-2062　

互 助 会
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退職される皆さんへ

退職される方は組合員証（健康保険証）、資格確認書の返還が必要です！

　広島市職員は退職すると広島市職員共済組合の組合員資格を喪失します。退職後は令和７年４月４日

（金）までに被扶養者分を含む組合員証（健康保険証）、資格確認書を「組合員等資格喪失連絡票」と

あわせて、退職時の所属の庶務担当者へ必ず返還してください。

　なお、広島市に再任用される場合や任意継続を希望される場合も、組合員資格を喪失しますので、現

在お持ちの組合員証等は全て返還してください。

　広島市に再任用される場合、職員共済組合の組合員資格を再取得することになりますので、新しい所

属の庶務担当者を通じて資格取得や扶養家族の手続等をしてください。

　任意継続を希望される方は、退職の日から起算して20日を経過する日（正当な理由があると組合が認

めた場合には、その認めた日）までに、「任意継続組合員資格取得申出書」の提出と掛金の払い込みが

なければ、任意継続組合員にはなれません。なお、令和７年３月31日退職予定の方は、３月３日（月）

から事前に申出書の受付を行い、４月１日（火）に納付書を自宅へ郵送します（郵送して２～３日後に

自宅へ届く予定です）。遅くても４月14日（月）までには申出書を提出してください。再就職等により

他保険の適用がある場合は、申出書を提出する必要がありませんので、再就職を検討されている方は最

終的に再就職をしないことが確定した時点で提出してください。

※ただし、退職の日の前日までに継続して１年以上の組合員期間（任意継続の期間は含まない。）がな

いと任意継続組合員にはなれません。

退職される方へ

退職後の健康保険

職員共済組合

内81-2371～2373
504-2062　
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退職される皆さんへ

１　退職時の貸付金の償還

　　職員共済組合貸付金を利用されている方の未償還金は、退職手当から控除する方法により一括償還されます

（職員共済組合への申込みは不要です。）。

　　また、団体信用生命保険、債務返済支援保険に加入されている方は、退職手当支給月までの保険料を納めてい

ただくことになります。なお、この保険料は、１年分を年１回徴収していますので、保障期間終了後の月の保険

料があれば返還いたします。

２　再任用職員に係る貸付

　　退職後、広島市に再就職される方は、次のとおり貸付を受けることができます。

　　詳しくは、職員共済組合庶務係までお問い合わせください。

　　貸付の種類

　　　全ての貸付が対象。

　　　ただし、住宅貸付については、再任用職員となった後の組合員期間が１年未満の場合は、受けることができ

ません。

　　償還回数等

　　　貸付を受けた翌月から再任用の任期が終了する月までの月数を償還期間とします。

　　　また、修学貸付の修学期間における元金返済猶予、及び育児休業又は介護休業の期間に認められる元利金返

済猶予の適用はありません。

退職される方へ

退職後の職員共済組合貸付

職員共済組合

内81-2361
504-2061　

　「グループ保険」、「全国市長会任意共済保険」、「積立年金保険」に加入しておられる方で３月末に退職される方

には、退職後の手続について案内を送付いたしますので、互助会までご連絡ください。

※会計年度任用職員等及び早期退職の方は、互助会まで至急ご連絡ください。（積立年金保険については、年金受

取の試算表作成が可能です。作成には時間がかかりますので、必要な方は必ず事前にご連絡ください。）

退職される方へ

保険手続のため早めのご連絡を！

互 助 会

内81-2353・2358
504-2063　

※任意継続の掛金額は庁内Web福利課ホームページの共済組合（○任意継続に関する届出）に令和６年度の掛金額

を載せていますので、参考にしてください。令和７年３月21日に令和７年度の掛金額を載せます。
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　組合員の家族の収入状況等に変化がある場合は、健康保険については、次の通り共済組合への手続を速やかに 

行ってください。（扶養手当の申請とは別に必要です）

被扶養者認定・取消の手続を
忘れずに！

職員共済組合

内81-2371・2373
504-2062　

認定手続（退職等）

　組合員の家族が、退職等により被扶養者の要件を備えることとなり、組合員が扶養する場合は、「被扶養者申告書」

にその事実が確認できる書類を添えて、扶養事実の発生した日（退職の場合はその翌日）から５日以内に所属所経

由で共済組合へ提出してください。（市長事務部局は福利課へ提出）

　被扶養者の要件や添付書類については、「被扶養者の範囲や主な届出例」に掲載しておりますので、ご参照ください。

　※やむを得ない事情により、５日以内の提出が難しい場合は、事実発生日から30日以内の提出であれば遡ること

ができます。ただし扶養事実の発生した日から30日以内に届出がされなかった場合、被扶養者の認定日は所属

所の受付日となります。

「被扶養者申告書」・「被扶養者の範囲や主な届出例」等は、次のところに掲載しています。
庁内WEB＞「人事部福利課」＞「３　申請様式ガイド等」の「共済組合」

取消手続（就職や収入増等）

　組合員の被扶養者が、就職や勤務形態の変更等により新たに健康保険等に加入した場合は、「被扶養者申告書」

にその事実が確認できる書類（就職の場合、就職証明書、資格情報通知書（資格情報のお知らせ）、資格確認書等

の写し）と、共済組合の資格確認書、組合員被扶養者証（黄緑色）をお持ちの方は、原本を添えて、事実の発生し

た日から５日以内に所属所経由で共済組合へ提出してください。（市長事務部局は福利課へ提出）

　被扶養者の要件や添付書類については、「被扶養者の範囲や主な届出例」に掲載しておりますので、ご参照ください。

　なお、健康保険等に加入していなくても、収入基準を超える場合は、被扶養者取消の手続が必要です。

　※このほかにも、配偶者等との収入逆転や、対象者との別居、年金の受給開始（額改定）等により被扶養者の要

件を満たさなくなる場合がありますので、ご注意ください。

・マイナンバーカードの有効期限は10年（未成年者は５年）、カードに格納されている電子証明書の有効期限は５

年です。

・マイナンバーカードや電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書
（封書）が届きます。

・また、電子証明書の有効期限の３か月前から３か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔

認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。

・電子証明書の有効期限までに更新できないまま受診をした場合は、電子証明書の有効期
限が切れてから３か月間は健康保険証として利用可能ですが、マイナンバーカー

ドの健康保険証以外の機能は利用できないため、お住まいの自治体の窓口にて速やか
に更新してください。

マイナ保険証を利用されている方はマイナンバーカー
ド及び電子証明書の有効期限切れにご注意ください！

職員共済組合

内81-2372
504-2062　
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ジェネリック医薬品をご利用
ください

職員共済組合

内81-2372
504-2062　

　政府の方針では、薬品に係る国民負担の軽減に向けて、ジェネリック医薬品の使用を促進しています。

令和６年度の診療報酬改定に基づき、令和６年10月からジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の

処方を希望される場合は、価格差の４分の１相当を、特別の料金として、医療保険の自己負担と合わせて

お支払いしていただくことになりました。（医療上の必要があると認められる場合は、自己負担に変更はあ

りません。）

　医療費に係る組合員の負担軽減及び共済組合の負担する医療費節減による財政の安定化の観点からも、

ジェネリック医薬品利用にご協力ください。

【ジェネリック医薬品の使用で】

　●薬に係る個人負担が軽くなる！

　　　医療の質を落とさずに個人の負担を軽くでき、家計をサポートします。複数のお薬の服用や長期服

用が必要な場合などは効果的です。

　●飲みやすく工夫されているものがある！

　　　錠剤を小さくする、錠剤を飲み込めない方のために粉末や液体ゼリー状の薬を作る、においや味を

改善する等、飲みやすく改良されたものもあります。

　●医療費を有効活用！

　　　薬代を軽減することで、日本全体の医療費を効率化することができます。効率化できた医療費を有

効活用し、新しい医療技術や新薬に向けることが可能となります。

　●日本の優れた医療保険制度を世代に引き継ぐ！！

　　　今後も医療費の増大が予想されます。ジェネリック医薬品の使用は、一人ひとりの保険料の負担軽

減につながるほか、優れた医療保険制度を次の世代に引き継いでいくことにも貢献します。

　　　　　これからの時期、内服する方が増えてくる花粉症薬ですが、３割負担の方が上記の特別な料金

がかかる薬を、120日（１日量２錠）内服することとして計算すると…

【アレグラ60㎎】

Ｒ６年９月までの自己負担額 Ｒ６年10月以降の自己負担額 差　額

２，１６０円 ３，４８０円 １，３２０円

【アレロック５㎎】

Ｒ６年９月までの自己負担額 Ｒ６年10月以降の自己負担額 差　額

１，８００円 ２，７６０円 ９６０円

※他の薬剤の影響を受けるため、あくまでも概算になります。

※ジェネリック医薬品について分からないことはこちらへ

　●日本ジェネリック製薬協会　https://www.jga.gr.jp/

　●かんじゃさんの薬箱　　　　http://www.generic.gr.jp/

例えば
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　職員定期健康診断については、労働安全衛生法第66条及び広島市職員安全衛生管理規則第15条において、職員 

（労働者）は、事業者が行う健康診断を受けなければならないとされています。

　人間ドック受診機関に職員定期健康診断個人票を提出しなかった場合は、人間ドックを受診しているにもかかわ

らず未受診者の扱いとなります。

　人間ドックで代用される場合は、職員定期健康診断個人票の網掛け部分を事前に記入のうえ、

　必ず職員定期健康診断個人票を人間ドック受診機関に提出してください。
　（受診当日に個人票を忘れた場合は、速やかに人間ドック受診機関に提出してください。）

　なお、対象は市長事務部局、行政委員会（学校を除く）、消防局、公益的法人に派遣されている職員の方です。

　それ以外の方は、各事業主の庶務担当にお問い合わせください。

【職員定期健康診断個人票（ピンク色）】

職員定期健康診断を人間ドックで代用される職員のみなさまへ

職員定期健康診断個人票の提出
をお願いします

福 利 課

内81-2374・2375
504-2062　

　福利課から定期健康診断再検査受診の通知が

あった方は、次の場所で再検査を実施します。

　ご自身の健康管理のため、速やかに受診して

いただくようお願いします（受診の際には、必

ず再検査個人票をご持参ください）。

　なお、再検査以外の検査はできませんので、

お間違えのないよう、ご注意ください。

※健康に関する相談は、随時、福利課保健師（内線2374・
2375）がお受けしますのでご利用ください。

【本庁舎】16階保健室　月曜日・水曜日・金曜日
　　　　　　　　　　　9：00-11：30　13：30-15：00

定期健康診断の
再検査を受けましょう

福 利 課

内81-2374・2375
504-2062　

※保健室が休診の場合は、再検査できません。
　休診は、事前に庁内LAN掲示板等で確認できます。
※３月５日（水）、19日（水）は休診です。

・再検査会場での受診が困難な場合は、医療機関での受診結果を再検査結果に用いることも可能です。（検査に
かかる費用は自己負担となります。）

・医療機関で再検査を受診した場合、福利課から送付された再検査個人票に結果を添付又は記入し、福利課へご
提出ください。

・対象は市長事務部局、行政委員会（学校を除く）、消防局、公益的法人に派遣されている職員の方です。

【巡回会場】（３月）

巡回会場で成人男性の風しん抗体検査が受検できます（クーポン券持参）

実施日 再検査場所・受付時間

11日
（火）

【注】下水道局管理部（４階会議室４）

８：45～10：15
西環境事業所（１階医務室）

11：30～13：00
12日

（水）
佐伯区役所（６階603会議室）

11：00～12：30
南区役所（４階４－１会議室）

14：30～16：00
13日

（木）
安佐北環境事業所（２階医務室）

11：30～13：00
安佐北区役所（３階入札室）

14：30～16：00
14日

（金）
安佐南環境事業所（２階協議室）

11：30～13：00
安佐南区役所（４階講堂）

14：30～16：00
25日

（火）
安芸区役所（５階講堂）

８：45～10：15
安芸環境事業所（２階医務室）

11：30～13：00
27日

（木）
西区役所（４階研修室）

８：45～10：15
中環境事業所（２階医務室）

11：30～13：00
28日

（金）
東区役所（５階講堂）

８：45～10：15
【注】下水道局管理部庁舎移転のため、再検査会場が変更になりました。
　　　移転後の庁舎…中区南千田東町6-13
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ニコニコ（2525）過ごそう！
毎月25日はメンタルヘルス推進日^^

福 利 課

内81-2365・2367・2374・2375
504-2062　

コラム

睡眠チェック
ＳＴＡＲＴ

　眠れない、または

眠っても疲れがとれ

ない

ロサンゼルスドジャース

大谷翔平選手

よりよい睡眠のために睡眠不足、または日中に
強い眠気を感じる

返すことはできても
　貯めることはできない

こんな不調が続いている

●だるい

●食欲がない

●原因不明の体調不良

　がある　　　　等

もしかして　　　　
　　　　心の不調かも

いいえ

④寝る時は危ないから
　薄明りにすべき？

　睡眠の役割はズバリ心身の疲労回復！新年度を気持ちよく始められるよう、
ご自身の睡眠状態を振り返ってみましょう！

忙しくなると、削られるのが睡眠ですが、
まず確保すべきは睡眠です！

①寝だめってできるの？ ②休日前は夜ふかししてもいい？ ③寝酒は熟睡できる？

　健康管理のために最
も大事にしてきたのが
「睡眠」。また、毎日
10時間寝るのを心がけ
ているのさ。

15分～20分の
　　　　仮眠をとる

　20分以上の仮眠をとると身
体が熟睡モードになって起き
るのが辛く、作業
効率も低下する。

睡眠中央時刻を
　ずらさないこと

　睡眠中央時刻（入眠と起床時刻
の間）がずれると時差ボケの状態
で調子が悪くなる。次の日にゆっ
くりできる日ほど早目に寝てゆっ
くり起きると良い。

睡眠クイズ

はい

⑤日中眠くなった時は
　しっかり昼寝？

ちゃんと
眠れていますか？

注）必要な睡眠時間には個人差があります

ほとんど毎日

たまに

完全に真っ暗にする
　　　　のが望ましい

　光そのものに覚醒作用があ
るため、夜は天井の明かりを
少しずつ落として、ちょっと
暗いかな…くらいで過ごすと
ちょうど良い。

はい

生活習慣の見直しを

絶好調の秘訣は睡眠？！

逆効果

　催眠作用はあるが、その
後、覚醒作用がでるため、
アルコールが効いた状態の
睡眠は質が悪い。早めに軽
い晩酌で切り上げると睡眠
への影響は少ない。

いいえ

忙しくなると、削られるのが睡眠ですが、
まず確保すべきは睡眠です！

　睡眠の基本を見直し、良質
な睡眠に磨きをかけましょう
　※厚生だより７月号参照

　２週間以上続いていたら医
療機関を受診してみましょう

　ライフスタイルを見直して
体内リズムを整えましょう
　※厚生だより４月号参照

　健康管理のために最
も大事にしてきたのが

10時間寝るのを心がけ
体が熟睡モードになって起き

　睡眠の貯金はできない。毎日
きちんと眠れていれば、人はそ
れ以上は眠れないので、
休日に長目に眠るのは
借金を返している状態。

答え：×

答え：×

答え：×

答え：×答え：×

　毎月25日はメンタルヘルス推進日です。庁内LAN掲示板等を通じてメンタルヘルス向上のワンポイン

トアドバイスや各種相談窓口等（14ページに掲載）の情報発信を行っています。ご自身の心身の健康状

態を振り返りつつ、セルフケアを心がけましょう。
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　「急病」の時や「今すぐ相談したい」

時、年中無休で24時間対応の電話健康

相談（通話料無料）をご利用ください。

専門のスタッフが即時相談に応じます。

（携帯電話からの相談も可能です。）

【職員共済組合員の方】

　下記のフリーダイヤルにおかけいた

だき、電話がつながりましたら、「職

員共済組合員」又は「職員共済組合員

の被扶養者」であることを伝え、ご相

談ください。

　フリーダイヤル　0120-151-003

【上記以外の広島市職員の方】

　下記のフリーダイヤルにおかけいた

だき、電話がつながりましたら、「広

島市職員」又は「広島市職員の被扶養

者」であることを伝え、ご相談ください。

　フリーダイヤル　0120-151-922

〈プライバシーは守られます〉

〈プライバシーは守られます〉

笑顔でヘルシーダイヤル
（電話健康相談）

共
市

　障害者である職員の合理的配慮につい

ての相談を人事課で受け付けています。

【電話番号】

　082-504-2050（内線2397）

【電子メールアドレス（専用）】

　hairyo-soudan@city.hiroshima.lg.jp

【相談方法】電話、電子メール、面接等

障害者である職員の
合理的配慮についての相談

市

ハラスメントに関する相談 市 　産業医・保健師が、心と体の健康相

談を行っています。

【産業医】

　504-2679（直通）又は内線2378

　504-2681（直通）又は内線2376

　504-2682（直通）又は内線2368

【保健師】

　504-2062（直通）

　　又は内線2365・2374・2375

【電子メールアドレス（相談受付）】

　kenkosodan@city.hiroshima.lg.jp

●相談内容によっては面接相談を行い

ます。

●禁煙相談も可能ですので、是非、ご

相談ください。あわせて福利課HP

「職員の禁煙の推進について」もご

覧ください。

健康相談 市

　「職場の人間関係が上手くいかない」

「家庭の悩み事で仕事に集中できない」

などの悩みについて、相談員が親身に

なって相談にのります。

　本人、家族、同僚などどなたからの

相談でも結構です。必要に応じ、カウ

ンセラーによる面談を実施します。

【相談受付】

　月～金曜日

　午前10時～午後３時30分

（相談は午後４時まで行います。時間

外は留守番電話になっています。）

職　員
ホール

ワ
ー
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

面接室 職　員
休憩室 保健室

市民ロビー 喫茶室

食　　　　　堂

エレベーター

エレベーター

ヒーリングCD貸出のお知らせ

リラクゼーション効果のあるCDを

本庁舎16階健康相談室で貸し出して

います。

まず、電話で在庫の確認と予約をお

願いします。

　専門のカウンセラーによる、なやみ

ごと相談を行っています。家庭の悩み

ごとや職場の人間関係、ハラスメント

など、こころの健康問題について相談

やカウンセリングを行います。

　相談者が希望すれば、カウンセラー

が本市に相談内容を情報提供し、本市

のハラスメント対応（調査等）につな

ぐことができます。

【相談予約】

　月～金曜日

（祝日、お盆及び年末年始を除く。）

　午前10時～午後４時30分

【相談時間】

　午前10時～午後８時（１回50分）

（土日祝日も含む毎日）

【相談方法】

　あらかじめ、相談日時を電話で予約

し、相談場所で面接の方法により行いま

す。電話予約の際は、必ず「広島市の職

員又は家族」で、「なやみごとの相談の

予約」であることを告げてください。

【相談場所】

　中区幟町3-1　第三山県ビル５階

　（一社）日本産業カウンセラー協会）

なやみごと相談 市

223-7470【直通】

●縮景園

●エリザベト
　 音大

　　　　　　●
幟町小学校

幟町中学校

●

　　●
東横イン

●広島県立美術館

●女学院

カウンセリングルーム
（一社）日本産業　
カウンセラー協会

女
学
院
前

縮
景
園
前

●エリザベト
　 音大

　　●
東横イン

＊共 …広島市職員共済組合員が利用できます
＊市 …広島市職員が利用できます

　働きやすい職場環境を実現するため

には、勇気を出して相談するなど行動

することが大切です。

　「パワー・ハラスメント」、「セクシュ

アル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育

児又は介護に関するハラスメント」につ

いての相談・苦情を受け付けています。

　各局・区等に相談員を配置していま

す（全庁資料室参照）。次の相談員に

相談することもできます。

【男性相談員（人事課服務監理担当課長）】

　m-harassment@city.hiroshima.lg.jp

　504-2049（直通）又は内線2319

【女性相談員（福利課職員健康管理担当課長）】

　f-harassment@city.hiroshima.lg.jp

　504-2059（直通）又は内線2370

【男性相談員（人事課長）】

　504-2048（直通）又は内線2310

健康相談室
共
市

240-2425【直通】

　仕事と家庭生活（育児や介護等）と

の両立について、相談員（保健師）が

相談をお受けします。ご家族からの相

談、匿名での相談も可能です。

【相談方法】

　電話、e-mail、面談（要予約）でご

相談ください。

【電子メールアドレス（専用）】

　ryouritsu@city.hiroshima.lg.jp

【相談時間】

　午前９時15分～午後４時

●相談内容は、原則、相談員以外に伝

わることはありません。（秘密厳守）

市

504-2887【直通】

仕事と家庭生活の両立
支援相談窓口
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日 月 火 水 木 金 土

共３月分普通・特別貸付
申込締切

共各種給付金締切
共２月分各種給付金支払
共貸付金繰上償還申込締

切

福財形貯蓄３月分払戻請
求締切

共３月分育児・介護休業
手当金請求締切日

共４月分住宅貸付申込締
切

共貸付金繰上償還振込期
限

共２月分育児・介護休業
手当金支払日

共４月分産前産後休業掛
金免除申出締切

共３月分普通・特別、貸
付日

共２月分住宅貸付日
福財形支払

　 　 　 　 　 　 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

互  互助会　共  職員共済組合　福  福利課

「厚生だより」の配付部数の変更

配付部数に変更の必要が生じた場合、下記によ
り文書メール又はｅメールでご連絡ください。
（（注）電話連絡はできるだけ避けてください。）

（文書メール）
「①所属」「②担当者名」「③連絡先電話番号」
「④変更前部数」「⑤変更後部数」「⑥不足分の

送付希望月」を記載した用紙を下記の連絡先
に送付してください。

（ｅメール）
　前記①～⑥の内容を、
　fukuri@city.hiroshima.lg.jp 宛てに
　送信してください。

（連絡先）「職員互助会・厚生だより」担当
　　　　 　082-504-2060（内線81-2357）

月 例 受 付 ※事務局へのご連絡の際には、ダイヤルイン又は本庁内線電話番号をご利用ください。

　締切・振込日が土・日・休日に重なった場合は変更になります。

互　助　会

給　　付
（本庁内線2358）

締切  20日
支払  翌月20日

火災共済（加入）
（本庁内線2355・6）

加入申込  随時
（加入日は翌月１日）

　ダイヤルイン　504-2063（福利係）　

福　利　課

財形払戻
（解約・一部払出）

締切  15日
支払  末日

財形積立
（中断・再開）

締切  15日
翌月給与より

ダイヤルイン  504-2060又は本庁内線2357

職  員  共  済  組  合

普 通 貸 付
特 別 貸 付

締切  5日
貸付  末日

住 宅 貸 付 締切  20日
貸付  翌月末日

貸　付　金
繰 上 償 還
（一部返済・全額返済）

受付  10日まで
振込  23日まで
一部返済（１万円単位）

住　宅　貸　付　50万円以上
普通・特別貸付　30万円以上

育児・介護
休業手当金

締切  20日
支払  翌月25日

　ダイヤルイン　504-2061（庶務係）
　　　本庁内線　2361・2362

各 種 給 付 金
（本庁内線2371～2373）

締切  10日
支払  翌月10日

ダイヤルイン  504-2062（保健医療係）

※　「市立病院機構」職員の財形貯蓄に関する手続は、
　　市立病院機構本部事務局経営管理課  ダイヤルイン  082-209-6775  まで!!

30 31 　 　 　 　 　


